
海外農業：又

じ・、

'96.12. 
l刊号

五ぶに

社団法人 ；、毎外農業開 発加会



学名：Dyctyophoraindusiata 
中国名：竹蹂

英国名： bambooparasitic fungus 

南部沿海地域では、すでに人工栽培

が見られるが、四川省では南部に広が

（第一事業部佐久間桜）



海外農業投資の

創刊号／目次

［◆ 本誌創刊に寄せて

重要さ増す民間経済協力 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 

農林水産省経済局国際協力計画課課長 中川 坦

［◆ 現場第一線は語る

ベトナムでのマッシュルーム栽培事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..3 

大丸興業（株）束京農水産部農産チーム 部長代理伊藤保郎

◆ 我が国の海外民間農業投資の軌跡

戦前・戦中期の農業投資（第一篇） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 

（初海外農業開発協会理事大戸元長

l ◆ 日本企業へのメッセージ

我が省の農業事情と外資への期待 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・16

中国黒龍江省農牧漁業庁副庁長李海

◇煤業投資促進セミナーとは／

渤海湾沿岸地域の合弁等希望案件リストを読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

◇海外農業開発協会 (OADA) の民間支援制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24



困直直圃厄豆至：

重嬰さ増す民間経済協力
聞発途上国においては、いぜん農林水産分野

が国民所得や就業人LIの上で大きなウエイトを

占め、経済社会の安定基礎と なっております。

また、 一部の間発途上川においては、今なお国

内に飢餓 ・栄挫不良を抱えており、国民への食

料の安定的供給が最直要課題と なっております。

このような状況を背尿に、我が国においては、

農林水産業分野における且l際協力を極めて重要
な協）J分野として栢極的な拡允を図ってまいり

ました。

現在の世界の食料 ・牒業の状況をみると、食

料供給については中長期的には天候のイ況安定性、

環境の制約による生産拡大の限界等、不安定要

因を抱えており 、述迫する可能性をもあると考

えられております。一方、食料の術要について

は、閲発途上1且における人口の急辿な増加に伴

い急増しているとともに、特に経済成長の著し

い東南アジアにおいては畜産物に対する',1,→i要が

増大、これに伴い穀物霊要が増大することが予

想されます。

また、現在、 tit界の栄蓑不足人 l」は約8億人

となっており、サプサハラ ・アフリカ地域にお

いては、今後人「1の増加に伴い飢餓・栄壺不良

人口が大輻に培大することが懸念されておりま

す。

このような状況の下、竹脳レベルで1止界の食

料 ・農業問題について議論し、認識を高めるこ

とを H的として、本年11月、ローマにおいて国

辿食糀農業機関 (FAO)主催の「1せ界食料サミッ

ト」 が開催されました。

本サミッ トにおいては、世界の食料安全保障

の達成と2015年までの飢餓 ・栄投不足人「Iの半

減を謳った 「ローマ宣言」および 「行動計画」

が採択されました。

また、首席代表として同サミ ットに参加した

藤本農林水産大臣は、その代表浙説の中で、世

界食料サミ ットの「ローマ宣言」および「行動

計画」の成果を踏まえ、開発途」：国の 自助努）J

による食料増産への取糾みや、持続可能な牒業

農村1:}l1発を支援するため、食料・農業分野を我

が国の国際協力の直点分野の一つ として位置づ

け、 一陪の努力を傾注していきたいと、我が国

の決双を表明しました。

したがって、今後、我が国としては、 1せ界の

食料安全保1り｝に向けた途」．．．国の 自主的な取組み

を一／汁支援していく必要があります。

また、食料生産能力の確保のためには、農林

水産業生産の場であり 、かつ生産の担い手たる

農林漁業者の生活の場でもある農山漁村の活性

化を支援していく必災があります。

さらに、上壌の流出、熱幣林の減少 ・劣化等、

地球環境1閏題に対処していくことが持続的な農

林水産業の‘兵視を通じた食料安令保聞の達成の

上からも重要であります。

このように、農林水産業分野の取組みを進め

ていく」：で、相手国のニーズを的確に把趾する

ことが重要であることはいうまでもありません。

一方で、我が国の財政事情に鑑みると国際協

力については効果的 ・効率的な尖施を図る必要

があります。そのためには、 二国間および多団

間による政府間協力の辿携強化節、＇共施而での

改善を図る必要がありますが、こ れと併せて

NGO・民間企業等、民間部門の活力を協力の中

に取入れていくことが極めて狽要であります。

開発途上国の経済的自立は、雁用機会の増大

をもたらす民間の成長によ って初めて達成され
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るものであり 、経済活動を活性化するためには、

民間衰本の導入が蚊も効果的であります。

最近では、開発途」国の経済にインフラ整備

に対する投査ニーズの増加に伴い、従米政府が

実施してきた基盤整備の分野においても民間衰

金を導人し、公共料金の形で投―卜衰本を阿収し

た後に聞発途上国政府に施設を 引き渡す）j式

(BOT)が注[Iされるなど、民聞投査や民間技

術 ・ノウハウの1[1際協力に果たす役割が益々増

大しております。

農林水産業分野においては、従米から国際協

カ事業団(JICA)において、民間投融査に対す

る低利融衰が行われてきました。

JICAの投融査制度は、我が国の民間企業呼に

よる関辿施設整備事業および試験的・'ド業に対し

て長期 ・低利な融衣と専門家の派造、研修旦の

受入れ筈の技術支援を一体として行うものです。

これまで牒林業分野では、25ヵ国で144件の融査

承諾をし、民間j企業等による経済協力を賽金 ・

技術而で支援しています。

｝農林水産省においては、この融査制度を活用

した開発途上国での民間企業等の農林業投衰を

支援するため、（ネ0海外農業開発協会(OADA)

に対する補助事業「海外農林業開発協力促進事

業」を実施しています。

同事業においては、民IM]主体による農林業聞

発協力に係る優艮案件の発掘 ・形成を促進する

ための案件調査を年間 7~10件程度実施すると

ともに、投衰布望地域を年に 1地域選定して、

案件発掘のための基礎澗究を実施しています。

これらの調森により、これまでにJICAやOECF

（海外経済協）J基金）の融査承諾案件につな

がったり、自己狂本による事業化につながるな

農林水産省経済局国際協力計画課

課長 中川坦

ど多大の成果を上げています。

今年度からは、同ポ業の一環として、民間ベー

スの開発事業の裾野をさらに拡大していくため

に、海外投咬経験のない本邦企業の参加を得て

行う投衰有望候補地箸の現地調査、海外農林業

投査情報を本邦企業等に効率的に提供していく

ための情報誌の発行、海外投衰事業に関心を持

つ企業等の海外投沢の動向 ・慈向を的確に把握

するためのアンケート調査等を行う 「海外農林

業投資円沿化事業」を実施することになりまし

た。

開発途」直：国において引き紐き貧困問題などの

経済的・社会的困難が存在し、さらに人日・ 環

境・食料等、地球的規校での問姐がク ローズアッ

プされる 中で、政府聞発援助は今後とも我が国

の国際真献の直要な柱として推進されるものと

考えられます。とりわけ民間活力を取人れた農

林業分野の国際協力の重要性は、財政廿梢等に

より援助の効率的・効果的な尖施が求められる

中で、今後、益々増加していくものと考えられ

ます。

そのさい、聞発途上国における投査の‘呉施に

ついては、情戟人手の困難I'生節の問題があるこ

とから、その円滑な発展のためには、民間企業

等に対する梢報提供等の支援が重要であります。

今阿、「海外農林業投査円滑化事業」の一環と

して創刊の運びとなりました本情報誌では、上

記アンケート調査による調杏結果報告や削発途

上国における農林業分野に係る海外投賽情報を

随時掲載するf定と聞いております。本誌が民

間企業等の皆様の今後の海外投資の一助となる

ことを期待しております。
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口四四璽徊罰駆冒 大丸興業株式会社

東京農水産部 農産チーム

部長代理伊藤保郎

ベトナムでのマッシュルーム栽培事業

ーベトナムが1986年に経済の開放政策を

とって以米、我が国企業の進出件数は年と

ともに増えてきておリますが、農業分野に

限ると、きわめて少ない。それだけにi't社

のマッシュルーム栽培のボ業展開に深い1児

心をもつわけですが、加えて同国が進める

外沢導人策と農業事業の今後を検討するう

えでも注Hしております。ベトナムに進出
した経緯からお聞かせください。

伊藤 私どもがマッシュルーム栽培il湿業をベト
ナムで展聞するについては、供給先が中国

本棺に抑しかった梢造を変えたいという

動機が背屎にありました。長期的にみれば、

中国だけに偏っているのは安定供給という

Ihiで必ずしも好ましくありません。そこで

ベトナムヘの進出となったのですが、これ

とてすんなりと今の場所に行き抒いたわけ

ではなく、文字どおり試行錯誤の末の選択

でした。 もとより海外まで行って日本のよ

うな近代装備を整えた栽培事業を行うのは

ナンセンスです。 したがって、周年栽培が

可能な自然条件に加え、労働力が安く、衰

材の調逹が容易という要件を備えていると

ころは何処かという観点（から、 80年代末に

タイの山奥を調杏したり、東欧方而まで足

を伸ばし適地を探しまわりました。ベトナ

ムで細々ながらマッシュルームを栽培して

いるという情報を得て同国を訪れたのは90

年でした。ここから先がまた人変。

Iヽ1初、国内のなかでは南部に位骰する標

聞き手 （初海外農業開発協会

第一事業部主査井佐 彰洋

高l,500mのダラ ット高原が気温的に適地

とみ られ、マッシュルームの栽培者もいる

ということで、現地まで足を迎んだのです

が、このときはパートナー探しに手間取り、

ボ業地選足には至らすじまい。次に訪れた

ハノイでは、マッシュルームの種OOを作っ

ている組織があり、 一緒に試験栽培をしよ

うというところに話しが進み、試験棟を10

棟ばかり作って試験をしました。 しかし、

以が非常に蒸し昴くなるので周年栽培は難

しく、当地も駄目。この時点でベトナム側

があげた中国の国境付近をはじめ、他のい

くつかの候補地をみてまわったのですが、

こちらの方も適地としては認めがたく、結

局、はじめに行ったダラ ットを再調査しよ

うということとなり、振り出しにもどった

わけです。 しかし、今度は前回とちがって、

）と非やってみたいという事業欲のあるパー

トナーを探しだせましたので、もどった甲

斐がありました。

＿ 農業を中心にすえた事業を立ち上がらせ
るには、最初に「土地ありき」を前提にす

るのと、「モノありき」から始めるのとで

は、視点もl［又組みかたも全くちがいます。

翡社の拗合は「モノありき」のケースで

すので、枇界中のどこからでも適地を選べ

る反而、場所の絞り込みと経営形態をどの

ようにするのかといった決断が難しかった

と想像されます。
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伊藤 92年のはじめにFS作りに着手し、 92年末

に当時の 「国家協力 •投衰委且会」、現在は

「計画 • 投査省」 にな っ ておりますが、こ

この認可を得た後、翌93年3月に地元のラ

ムドン省の許可を得て R本 2社、台湾 l社、

ベ トナムの国営企業機関 1の計4組織で現

地法人を設立しました。Fl本側 2社のうち、

査本金の45％をもつ私どもは経営全般と事

業管理、盟田缶詰は技術指砕と最終ユー

ザー、台湾は技術指導、ベトナムは査材）構

人と労働者の調達および地元行政とのパイ

プ役、といった布陣です。技術面では、今

Rの日本の技術は進みすぎ、応用篇ともい

うべき部分が多いため、最初からこれを持

ち込むと混乱しかねません。そこで、当初

は台湾の技術を取入れ、現地に兄合った水

準から徐々に水準を上げていくステップ ・

バイ ・ステップで進める順序が得策だろう

と判断しました。台湾は20年ほど前までワ

ラ小屋のなかで自然を生かしたマッシュ

ルーム栽培を盛んに行ってきた実績があり、

現在もそうした栽培を継承しているところ

が残っていることから、この方法による技

術には自信をも っておりました。

また、地元周辺の製家に栽培振興をはか

り、ゆくゆくはそれを買」ー．げるという計画

をも っておりましたので、そのさい、 1JlJij
のかからない安い栽培ハウスを作れる台柄

の技術が使えるだろうと考えたわけです。

したがって、スタート時における豊田缶詰

の出番は、製缶産業へのタ ッチと品質而で

のアドバイスに限られておりました。

＿ ベトナムは経済開放政策をと ってまもな
いということにも原因し、外査事業への認

識の甘さがいたるところに顔を出し、さら

には彼らの伝統的ともいえる生活の価値観

も加わりますので、FSをどれほど詳細に作

成しても、実際段階ではそのまま使えない

と考えていた方がよい。査材・労賃・氾カ ・

水道骰などの面でギャップの出るケースが

多く、いかに迅速に修正できるかが事業の

成否をきめる鎚になるのではないでしょう

か。

伊藤 私どもの事業も今年で 4年目になるので

すが、現在ではボ業刷始前に綿牲；に作成し

たつもりのFSを大幅に修正しております。

一つは、マッシュルームを栽培するおり

の一番の命といわれる堆肥作りに欠かせな

い稲ワラの価格です。事業地のある高原を

下りた地域はラムドン省の隣の省になりま

すが、 ―‘盟に水田が広がっております。当

初はここからのワラの供給を前提にしてい

たのですが、すぐにワラが栄捉不足状態に

あり 、これを使っても収祉が上がらないと

いうことがわかり、いささかまいりました。

ボ業地周辺の稲ワラは一見17本のように

N・P・Kの肥料が与えられているので、 FS

段階ではワラの品質までチェックしなかっ

たのが、裏日にでてしま ったわけです。

このような事態を放甜しておくわけには

ゆきません。打聞策として、ほぼ300km離れ

たホーチミン市の方から買い集めるルート

作りに転換したのですが、ここでも新たな

問姐が発生し、悩まされました。一つは、

実際に買いだすとFSで利濯していたトン

当たり 30万ドン（ 1$キ 1万1,000ドン）

が、 70万、 80万と短期間に高騰してしま っ

たことです。裳家としては合弁会社だから

高くても買うだろうと考えたのでしょうが、

これでは事業になりません。この辺の事情

に気づいてからは、ベトナム側のパート

ナーに指示するにとどめ、日本側は表面に

出ないようにしました。

もう一つは、事業地からの距離が遠いた

め、従来の形で集めたのでは運賃が2~ 3 

倍にもふくらんでしまうという点です。こ

の問題に対しては、水田地帯のまんなかに

プレス機械を持ち込み、天日乾燥後にプレ

スして運ぶ方法をとるようにしました。は

じめのころは重址で買っていたため、運転
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事業氾寸描
写真（上）マッシュルーム栽培棟

屋根はかや葺き、壁はレンガ・土塗りの改良型。
（中）堆肥製造場
熟成堆肥をトレーラーヘ積み込み、栽培棟へ搬送する。
（下）収穫後マッシュルームの調整作業
いしづきをカットし、あしの長さを揃えて工場へ運ぶ。

-5 -



手、プローカーによるごまかしが多く、な

かにはホースで水をまいて重さを稼ぐと

いった行為もみられ、買取り価格はいうに

及ばず、保存にも悪彩靱を被ったものです。

＿ 外沢による農業事業が現地に定着するま
でには、他産業に比べ多くの時間を要する

のが常ですが、貴社の事業はJICA（国際協

力‘ド業団）の支援も受けているそうですの

で、その辺もうかがわせてください。

伊藤 ‘l,I初、台湾の技術を使うことからスター

トしたのは先にふれましたが、昨年 5月か

ら「1本の技術に転換、細かなところまで指

袢をした結果、収蘭は従米の 3倍ぐらいに

上がりました。まさに技術の力だと尖感し

ているわけですが、これは台湾の技術を入

れ、ステ ップ ・バイ ・ステ ップで取組んで

きた基礎があっての）揚物です。

さて、 JICAの支援についてですが、これ

は本当に助かっております。

第一は試験栽培です。利々の試験を独自

でやるには賽金的に限界があり、思うにま

かせなかったのですが、 JICA融査を受けて

からは、技術而だけでなく経済性の1面から

も、風向きとの関係、棟の材質 ・密閉性 ・

耐久性の程度、作業効率、泊潔度などにつ

いての試験ができるようにな＇）ました 。

第二は研修且の受人れです。今年の春に

幹部候補生である二人の現地社且を 1ヵ月

間にわたり、日本で研修する機会を与えて

もら ったのですが、 II本での研修となれば

進んだ技術を修得でき、私どもの現場での

Rごろの言が間違ってないという検証にも

なります。他の社員も一生懸命に仕ボをす

れば日本へ行けるという励みになるはずで

す。

— ぉ話をうかがっていると、試験事業を本
格4ほ業へつなぐヘッジがうまくかかりつつ
ある。これは地元との良好な関係を計るモ

ノサシともいえ、将来の事業展開が楽しみ

です。

伊藤 ダラ ットは人口14万人程度のところで、

私どもが進出した当時、 外査との合弁会社

は3社しかありませんでした。現在屈用し

ている社且と一般労働者の数は合計200人

ほどですが、今後も募集すれば人材は十分

に確保できる状況にあります。政策而から

みれば雁用機会が増えたことになりますが、

勤める者にと っては外査企業に所屈するの

がステイタスになっているようです。この

ほか、事業を進める過程で行政に種々の注

文をつけてきたことが、結果として行政を

スムーズにさせるのに多少なりとも其献し

ているのではないでしょうか。

生産而では、当初年間1,000トンの予定で

したが、現状の設備を考胞し、フレ ッシュ

マッシュルームで600トンを当面の日標に

おいてます。現在、初期の段階に比べ収穫

は増えてますが、製品の歩留りをトーげて』h

質をア ップさせ700~800トンの価値を出し

たいと考えています。キノコの育ちやすい

環境作りのための管理技術の改節を進めて

いるのは、そうした理由によります。

＿ 今日は、尖施企業として説明を控えられ
るのでは、と恩われるところまでお話くだ

さり、ありがとうございました。ft社のパ

イオニア的ご苦労が報いられ、ベトナムに

とっても貢献度の高いボ業に発展されるよ

う期待しております。

＊ 今回のインタビューには大丸典業（悧のi岱

山豪常務取締役にも同席いただき、社全体

としての立場から、ベトナムでのマッシュ

ルーム事業の位置づけ等について話しをう

かがうことができた。現状で：l,1事業の先行

きは不透明な部分も多々あるそうだが、過

去 4年間の実絨を踏まえ、本格的Jド業への

移行を柏極的に進めるという 。
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我が国の海外民間農林業投資の軌跡（ 1)

戦前・戦中期の農業投資
囲海外農業開発協会

今号から 4回にわたって連載する本稿は、 農林業部門における我が国の開発途上国向けの民間

投資の歴史をたどることによって、今後の農林業投資の参考に資せんとするものである。

時代区分としては、戦前・戦中期を第一篇として本号および次号の一部で記述し、戦後の初期

（第二篇）および後記（第四篇）を次号以降に掲載する。なお、第一篇と第二篇では投資分野を

農業（畜産を含む）に限っているので、林業投資は第三篇として、第三号に掲載する予定である。

記述は、主として文献、資料、経験者からの聴取によるが、 筆者自身がかかわった経験や接触

した人物についても触れるので、個人的な感想や主観の入り混むことをあらかじめ断っておく 。

第一篇第1部南方（東南アジア地域）

[I][戦前 7
 1.南方地域概況

南方地域というのは戦前の用語で、今でいう

束南アジア (、-I・□と南洋群，島をカバーする地域

であるが、その中でも日本の煤業投査が最も集

中的に行われたのはイギリス領（以下英領）マ

ラヤに屈するマレー半秘の先端部と、その対岸

に当るオランダ領東インド（現在のインドネシ

ア領、略して「蘭印」という 。）に1属するスマト

ラ島北部であった。

南方農業投査の対象作物はマレー半島ではほ

とんどゴムに限られていたが、 北スマ トラその

他のオランダ領ではゴムのほか、オイルパーム

（油ヤシ）、ココナッツ（油料原料としてのコプ

ラ生産）、コーヒー、茶、コ コアなど、多様な熱

帯作物であった。特殊な作物としてはフィリピ

ンでのマニラ麻栽培があった。フランス領（以

下仏領）インドシナ（現在のラオス、ベトナム、

カンポジア）では、フランス政府の閉鎖的な政

策のため I]本の投衰はほとんど行われなかった。

また、農民牒業をt体とし、プランテーション

のはとんどなかったタイについても同様であっ

た。

(1) 英領マラヤ

英領マラヤは現在のマレーシアにシンガポー

ルとプルネイ王国とを加えた領域で、面梢は 11

本の約3分の 1。現在のマレーシアも西マ レー

シア（半島部）と束マレーシア（島嶼部）とに

区分されているが、戦前も同様であった。

英領マラヤの経済は典型的な植民地型経済で、

食料、特にコメは近隣のシャム（タイ）、英領ピ

ルマ、仏領インドシナからの輸入で賄い、イギ

リスその他の欧米諸国の衰本による錦の採掘と

ゴムの生産が主産業であった。

ゴムの生産では、後述の蘭印とならんで世界

最大の生産地であり、次ページの表に示すよう
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世界のゴム生産量 (1940年）

英頒マラヤ

蘭印

セイロン（英領）

サラワク（英領）

タイ

仏領インドシナ

その他

計

出所 ：南方資源総覧第 6巻

単位 ：トン

540,417 

537,733 

88,937 

35,166 

43,940 

64,437 

1,974 

1,392,604 

に、両地域で世界のゴム生産の77％を占めてい

た。

さて、我が国の南方への民間煤業投査の口火

を切ったのは、マレー半島のゴム植栽事業への

投資であり、その時期は今世紀の初頭、すなわ

ち明治から大正にかけてであった。そのころは

自動車工業の発達による1せ界のゴム栃要の急増

にともない、ゴムの主産地であるマレー半島や

オランダ領スマトラ島はゴムプームに湧き立っ

ており、ゴム園が投機の対象になって売買され

ていた。このような状況の下で、シンガポール

在住の日本人がゴム園を財産保全あるいは投機

の目的で凶うことが盛んになった。

その最初は1902年にシンガポールで娼館を営

んでいた日本人 2名であったが、これに続いた

在留日本人の大半は「娘子軍」とか「からゆき

いえる。

本格的な海外投資（企業進出）が始ま ったの

は明治末期の1910年ころであり、同年に進出し

た日本企業は 6社、翌11年には 5社と相つぎ、

1919年には日本企業のゴム農園数は22件に達し

た。その大部分はシンガポールに近い半島先端

部のジョホール河畔（当時はイギリス支配下の

ジョホール王領、現在はジョホール州）に位沼

した。なお、同年のマレー半島における日本人

（大部分はシンガポール在住邦人）の個人所有

のゴム園数は196と多くを数えたが、いずれも数

-, •ヘクタール程度の小規模なものであ っ た。 こ

れに対し、日本企業のゴム園の規模（植栽面栢）

は、日東ゴムの2,262ヘクタールを筆頭に、おお

むね数百ヘクタールであった（注2)。なお、個人

所有のゴム園は不況時に抵当流れしたり、企業

ゴム園が規模拡大のために買収したりして、そ

の数は減っていった。

(2) 蘭印

蘭印の総督府はジャワ島のバタピヤ（ジャカ

ルタ）に骰かれ、ジャワが政治、経済の中心で

あるとともに、開発の最も進んだ島であった。

ジャ ワ以外の島々は 「外領」と呼ばれ、大きい

ものはスマトラ ・セレベス（現在のスラヴェ

シ）、ポルネオ（北部の英領を除く ）、ニューギ

ニア（東半分）である。そのほか無数の小さい

品々も含めた総面積は190万平方キロメートル

で、日本の約 5倍の

広さをもつ。

前述の英領マラヤ

と同様に、農業は先

住民による食料生産

さん」と呼ばれた日

本女性を抱えて営業

する娼館主やそれら

女性を斡旋する業者、

娘子軍を顧客とする

雑貨商人等であり、

娼婦自身の投査も

あったという 。これ

らの投査は現地で稼

いだ査金の投査で

あって、本稿の主題

である海外投資では

なかったが、その導

火線となったものと ジョホールでの密林の焼払い（大正初期）

（コメ、メイズ、

キャ ッサバ等）と、

オランダその他の欧

米資本によるプラン

テーション農業が併

存する 二重構造で

あった。蘭印はプラ

ンテーションの数と

その作物の多様な点
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で世界に冠たる植民地であった。蘭印全領域の

プランテーション（エステート）の数(1939年）

は2,401件で、うち1,182件がジャワ秘、 l,219i牛

が外領にあり、外領の中ではスマトラ，島北部に

集中的であった。すなわち、スマトラ東海岸少卜1

（現在の北スマトラ少トI) とその西北に接するア

チェ州の 2州だけで372件のエステートがあっ

た。この地区はマラッカ海峡を隔ててマレー半

秘の対ii1に当り、マ レー半秘とな らぶ世界のゴ

ムの主殺地であり、日本のプランテーション事

業への投査もここに集中したのである(ii:3)。

さて、日本企業の北スマトラのプランテー

ション事業への進出は、マレー半秘よりもやや

迎れて大正になってからである。そのころマ

レー半島ではゴム産業におけるイギリス衰本の

優位を保っために、外国査本の進出には抑止的

な政策を取りはじめていた。これに対し、オラ

ンダは外査袢入に柏極的であったので、 ゴム産

業への外国投賽は英領マラヤから蘭印に移行し

つつあった(il4)。

北スマトラのゴム栽培に最初に進出したのは

1918年のスマ トラ興業、スマ トラゴム、南洋ゴ

ムの 3社であったが、太平洋戦争の開戦期には

11社（農園数15件）に妍えていた。これらの企

業はゴムだけではなく、種々の作物も兼ねて栽

培していたし、また、野村束印度殖産や束山農

9ドのようにオイルパームを卜作物とする企業も

あった。

このよう に我が1目の南方農業への民間投査は、

マレー半島にはじまり、引き続いて北スマトラ

で非常な発展を遂げたのであるが、この両地域

を通じてプランテーション＇ド業の第一線で活躍

し、戦後は民間協力の推進に尽した人物として

岩田喜雄氏の名を逸することはできない。

私事にわたるが筆者は戦後、長い期間にわ

たって同氏の下で働き、その豊富な経験と識兄

に教えられることが多かった。その経歴を軸と

し、戦前の南方への企業進出を多くの文献、沢

料によ って検証、補足した「ジョホール河畔ー

岩田喜雄南方鉢」 (;t5) と題する書物 （、い） は戦

頂な文献であり、本稿も同書に拠るところが多

し、

さ゚て、北スマトラに次いでH本の農業投査の

多かったのはジャワ，［りであった。ジャ ワは前述

のように蘭印の心臓部ともいえる島で、晶くか

ら1)廿発が進み、人口密度が高く、農業は現住民

による食料作物の生産が主であっ た。植民政府

は1830年からジャワにおける「強制栽培制度」

を実施し、農民に商品作物 (1「煎、コーヒー、

コショウ等）の作付、供出を割当てて、輸出農

産物の生産を崩大したが、この制度は1860年代

から徐々に1兌止され、代ってオランダ賽本によ

るプランテーションが発逹したのである。

ジャ ワのプランテーションで特筆すべきは甘

熙のプランテーションで、キューバ、英領印度

に次ぐ世界の11頂庶糖の生産地であった。これは

雨期、乾期がはっきりしている同島の気象条件

が1]礁栽培に被適なためである。逆に北スマト

ラ等の熱僻降附林型の気象は、ゴムやオイル

パームには好適であるが、甘煎には迎しない。

これらの自然条件から、蘭I:|1の中で甘煎のプ

ランテーションが存在するのはジャワ島だけで

あった。甘煎以外のプランテーション作物は15

種類あり、牒1店］の数からいえばゴム、コーヒー、

茶が多い。

ジャワ，島のプランテーションヘの 日本企業の

投在は北スマトラにおけるよりも遥かに少かっ

た。1916年に神戸の鈴木財閥系の南洋製糖が製

納'],;業をはじめたが、数年にして荼とコーヒー

に転換した。また、 hilじこ ろに製糖業に進出し

た内外製柄は、本社が大日本製糖に吸収合併さ

れたため、ジャワにおける日系の製納事業は人

日本製糖だけになった。その他の作物では、台

惰製柄の子会社の南I•印産業と南洋典発が荼、武

田艮兵衛（製柴業者）がキナの栽培事業を行っ

た。

なお、これらの進出企業のほかに、ジャワ在

住の日本人が現地で稼いだ金をゴム園その他の

小規揆農園に投査するケースがあったようだが、

その数は不詳であるけ 7)。

北スマトラ、ジャワ島以外の広大な外領への

日本企業の進出は少なく、蘭領ボルネオ（現在
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のカリマンタン）での野村東印度殖産のゴムの

プランテーション、セレベス島での南洋興発の

綿作その他いくつかの現地邦人企業のゴム園な

どがあっただけである。特殊なケースとしては、

蘭印の東端に位置する蘭領ニューギニア（現在

のイリアンジャヤ）における南洋興発の農産事

業があった。ニューギニア秘ば世界で二番目に

大きい島で、その東半分はオランダ領、西半分

がオーストラリア領（現在は独立してパプア ・

ニューギニア）であった。このオランダ領ニュー

ギニアは今のインドネシアでも最も未開発の州

であるが、当時は全く避地で、オランダ人のプ

ランテーションもほとんどなかった。ここでの

南洋興発による綿作、陸稲栽培、畜産（緬羊）

の事業は、H本海軍が軍事上の見地か ら同社に

要請したのを受けた、いわば「経済外的」事業

であったと思われる。

なお、オランダ領ニューギニアは、太平洋戦

争終結後もオランダが領有し、インドネシアと

の間で武力闘争をともなう紛争が続き、国辿の

仲裁によ ってインドネシア領となったのは1969

年であった。

(3) フィリピン

フィリピンで特箪すべきはミンダナオ島ダバ

オ地区での日本企業によるマニラ麻の栽培事業

であり、それはマニラ麻の世界市揚を支配する

ほどの力を持つものであった。

マニラ麻はアバカという芭蕉科に属する植物

（外見はバナナによく似ている）の茎葉から作

る繊維で、船舶用ロープとして世界中で使われ

ており、フィリピンが世界最大の生産国であっ

た。同国のマニラ麻産業はスペイン統治下に

あった前世紀の半ばごろにはじま ったが、その

主産地はルソン，島であった。ところが、今世紀

のはじめに有名なベンゲット道路工事に働いた

日本人労働者が、太田恭三郎氏の指導の下にダ

バオに移住して以来、同地に日本人のアバカ栽

培事業が急速に発展したのである。

ベンゲット工事というのは、首都マニラの避

牲地であるバギオ（海抜1,500mの高冷地）に至

る山岳道路で、その建設工事のためアメリカ植

民政府はフィリピン人のほか、多数の中国人や

日本人を雁い入れたのである。ー［事期間(1901-

1905年）を通じて、ここで働いた H本人労務者

の累計は数千人に及んだ（注8)が、その工事の

終了の前後にかけて、約350人の日本人か太田氏

の指導によりダバオに移住してアバカ栽培に従

事したのである。

太田氏はダバオ市に太田浙店を削き、 1907年

には公有地払下げを受けて太HI興業を創設した。

さらに、 1914年に大阪の伊藤商店（現在の伊藤

忠および丸紅の前身）の査本援助によ る古川拓

殖がこの地でアバカ事業を開始したのを契機と

して、おりからの他界大戦誤気による日本国内

の余剰査本が流入して、アバカのほかにもココ

ナッツ、果樹等の農産事業が絞出した。

それらの邦人企業は70に及び、在留日本人の

数も 1万を超えた (it,9) が、敗戦により、これら

日本人のすべてが衰産を失って帰国を余儀なく

された。また、マニラ麻は戦後ナイロンなどの

化学繊維に取って代られ、 ロープとしての市場

を失う 。

現在、紙幣用の高級紙やティーバッグの原料

として僅かに残っているものの、ダバオのアバ

カ栽培はほとんど哀滅したといえる。 しかし、

同地区は、アバカと同屈のバナナの栽培に遥す

る条件を生かし、現在では束南アジア最大のバ

ナナのプランテーション地区となっており、そ

の収穫のほとんど全量がR本に輸出されている。

(4) 南洋委任統治領

南洋委任統治領は、第一次椛界大戦で辿合軍

に参加した日本が占領した南太平洋上のドイツ

領が日本の委任統治領となり、我が国の主権下

にあった島々である。その範問は、ミクロネシ

アの赤道以北（アメリカ領グアムを除 く）で、

1,400余の小島からなり、陸地総面栢は約2,100

平方キロメートル（ほぼ東京都と同じ）であっ

た。

日本の占領は1914年であり、 1922年までは海

軍の軍政による統治であったが、 1922年に南洋

庁が設囲されて民政に移管された。産業として

は漁業、鰹節製造、燐鉱石採掘および製柚業を
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主とする熱帯農業があった。これらの産業開発

に必要な労働力として日本（内地および朝鮮）

からの移民が政府の奨励と支援によって行われ、

1935年には日本人（内地人および朝鮮人）の人

口は 5万人を超え、島民数を上まわった。

農業への民間投査では、 1917年に下関の裟商

（漁業で産を成した地方財閥）西村一家の西村

拓殖がサイ パン島に製糖所を設けて甘庶栽培を

はじめた。また、 1918年に設立された南洋拓殖

工業が、ポナペ島およびクサイ島で南洋麻（オ

オハマボウという植物から作る硬賓繊維）の栽

培を試作的にはじめたが、有望でないことが分

り、甘蕪への転作を考えたものの、結局、農場

および数百人の労務者を西村拓殖に売渡して撒

退した。

ちなみにこの事業の現地支配人は前述の岩田

喜雄氏であ ったが、同氏がそれまでに経験して

きたマレーやスマトラのプランテーションとは

作物は勿論、事業の形態も全く異っていたので、

同氏にと っては並々ならぬ苦労もあったよ うで、

「事業ノ苦心卜 責任感ノ苦 ．其ノ極二達ス」と

書き残されているは10)。

糖業が委任統治領の主産業として発展したの

は1921年に設立された南洋興発が上記の洒村拓

殖を買収して糖業に乗り出してからのことであ

る。同社はサイ パン、 テニアン、ロタでの製糖

業のほか、アルコール製造、燐鉱石などに事業

範囲を拡大し、委任統治領における独占的に近

い民間企業となった。南洋興発のこの発展は政

府（南洋庁、拓務省）および海軍の強力な支援

もさることながら、創設者であり社長であった

松江春次氏の手腕に負うところ大であった。現

在はサイ パン島の観光名所になっている 「砂糖

王公園」の中心に同氏の銅像 (1934年建立）か

立っている。私事にわたる余談であるが、 筆者

は松江氏とは、戦争初期に農林省に設けられた

南方資源調査室在勤中に仕事上での面識はあっ

たが、それよりも隣人として一方ならぬお世話

になった。同氏の御子息夫妻 （夫人は著名な海

軍大将の息女）が箪者夫妻と同年荊であ ったこ

ともあって、戦争末期の空襲のひどかったころ

には幼兒を抱えて同氏邸の完備した防空塚に入

れていただいた。塚の中で皆報解除を待つ間に、

松江氏か ら聞く南方事情や経験談は投重なもの

であった。

2.企業形態と資本系統

(1) 企業形態

南方での農業投衰は、 主 としてプランテー

ション方式（エステート方式と もいう）によっ

て行われた。この方式は16世紀中ごろか ら18世

紀にかけて中南米の植民地で発生したもので、

宗主国 （スペイン、ポルトガル）の査本により、

アフリカか ら輸入する黒人奴隷を使って行う大

規模農園の経営であった。19世紀後半になって、

植民地での奴隷制度が次第に1尭止されるにした

がって、これらのプランテーションは衰退して

いった。

一方、 19祉紀初頭からは、英領のイン ドやセ

イロン（現在のスリランカ）で、イギリス査本

がインド人を使って行うプランテーションが発

達し、同世紀後半か らは英領マラヤと蘭印にお

けるゴム、ヤシ、その他の熱帯作物のプランテー

ションが発展し、この両地域が世界の熱傑•作物

の主産地となったのである。

この両地域で発展したプランテーションは、

各企業がひとつまたは数ヵ所の農園 （エステー

ト） を持ち、農園内に労務者の住居、 子弟のた

めの学校、教会またはモスク、食料、日用品の

売店などを設け、農園がひとつの独立社会 （コ

ミュニテ ィー）を形成するものである。農園の

規模は様々とはいえ、数百～数千ヘクタールあ

り、家族を含めた農薗人日は数千人に及ぶもの

であった (ii'.I])。

日本企業がこれらの地域に進出したときには

既にイギリス人、オランダ人によ ってここのシ

ステムが確立していたので、日本企業は後発の

利益を受けたわけである。ことに北マストラで

は、エステート企業で組織（強制加入）する

AFROSとい う団体が行う試験研究、技術指導、

労務者雇入れの斡旋などのサービス を受けるこ

とができた は12)。
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ジャワにおける甘庶栽培のプランテーション

方式は、上述の方式とは巽 I)、現住民の土地を

作期ごとに集団的に借りてエステー ト）・11地とし、

視住民はその労働者として働き、土地の貨貸料

と労働収人を得るという 仕組みであった。 した

がって、マレー惰島や北スマ トラのエステー ト

のように、 インドや中国からの契約労働者を使

うということはなかった。

フィリピンのダバオでH本企業が行ったマニ

ラ麻のフ ラ゚ンテーションでは 「自常者請負制」

という独特の形を取った。それは同地のアバカ

産業の先駆者であった太田恭三郎氏が打案した

方式で、これに粒く日本企業の多くが採用 した

ものである。それは、 11本人移民（最初はベン

ゲッ ト道路工事から移ってきた労働者）に、農

園内の土地を割：片てて行し付け、その移住者が

f 11『地を1.lf.I墾してアバカを梢付ける。1i『地の収穫
物のうち、 10~20％を1;『地料として農園企業に
納め、残った姑はすべて農園に必り渡すという 、

小作制と契約栽培とを組合せた独特の形であっ

た (il.13)。

(2) 賽本系統

南）jの農業投費の査本系統では、まづ、 三井、

三菱を箪頭とする商業汽本財II如が布力であった。

井系では、 1919年に設立された熱帯産業がマ

レー半紛および曲印におけるゴム栽培でスター

トを切った。三菱の海外（南方およびプラジル）

での農産事業は東山農事（「束山」は三蕊財11月の

創始名であった岩崎弥太郎氏の号）を中心とし

て行われた。また、ジャワ秘への進出のトップ

を切った南洋製糖は、 当時、 三井、 三菱となら

ぶ財閥で、神戸の鈴木商店の出査による会社で

あった。証券業から生れた野村財II如の野村東印

度殖産（1917年創立）は、 北スマ トラおよび蘭

領ポルネオでゴム、 オイルパームなどの幅広い

活動を行った。

産業咬本系では Fl産コンツェルンの 日産農林

—.-業がマ レ ー半島および北ポルネオでゴムと コ

コナ ッツの事業を行った。また山下汽船奔の海

迎会社の農業投査もあった。

同じく産業査本系としては、大II本製納等の

製糖会社が台湾で生じた利益を南方の農産 ＇］［業

に投孜した。また台約銀行（特別法で設け られ

た銀行で、台湾の金融業界で独占的地位を占め

ていた）は、台誘で牛じた賽金を南方地域での

諸•jl菜に投融査していた。 ジャワ 紛での最大の

日系企業であった南国産業は同行の出究による

ものであった(il:14)。

以上の民間査金源のほかに、いわゆる国策会

社としての南洋拓植（略称「南拓」）および東洋

拓殖（「東拓」）があった。南拓は国家咬金（南

洋庁）と 三井、 三菱等の民liili＇|『代による会社

(1936年設立）で、 直営事業としての委託統治

領における燐鉱採掘と、委任統治領における民

Iii日り業への投融費を行った い］5)。

束拓は、 もともとは朝鮮の土地改良 ＇ド業を主

H的として設立された特殊会社であったか、

1917年に法律を改正して、本社を取城（ソウル）

から東京に移して業務範囲を拡大し、マレー半

秘におけるゴムのプランテーションを直堂する

ほか、その+会社（蘭印拓殖）による 1灼領ポル

ネオのゴム事業を行い、また南方での民liil-']i業

への投融査を行った。前述の南洋典発の最大株

主は東拓であった <il.16)。

以上に述べた種々の系統の査金によ って行う

南方農園 ']i業には、大別 して日本に本社を置く

日本法人としての会社が、その現地事業として

行うものと、事業地の法律による会社を作って

これに出賽する形のものとがある。ゴム農園に

は前者が多く、i紺印における種々の作物栽培で

は両タイプが入り混っていた。現地法人会社が

さらに農揚単位の子会社を持つ場合もあった。

フィリピンのダバオにおけるマニラ麻その他の

農園事業はすべて現地法人であ った。

困 ［戦中 7
 1. 占領地農園管理

1941年12月8「1の開戦から数ヵ ）jの間に南方

地域は日本軍の占領地となり、軍政下に置かれ、

占領地内の裳園はすべて軍政機関が管理するこ
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とになった。農1&l管理は、南方地域での農栢事

業に経験を持つ民間企業に委託されたが、農l,!il

数の最も多かったスマ トラ東海岸州（現在の北

スマ トラ少トI) では、‘}|、I庁に軍政機関としての牒

園管理局が設けられ、同局はその直轄牒園の管

理と、受託会社の行う農園管理の指導、監瞥に

当った。 同局の管理下に骰かれた農園の数は

277、その植付面柏の合計は約45万ヘクタールで

あったが、 このうち局が直接管理したのは約16

万ヘクタール、残りの24)jヘクタールは12の受

託会社が笠理した。

農園管理局の II本人スタ ッフ（身分は軍）成）

は、本部勤務、直轄煤園勤務を含めて220人で

あった。スタッフの一部は農林省、台陀総瞥府

等の公務且の出向であったが、大部分は関係会

社からの出向軍屈であった。局長は東山農事の

エステート の総支配人であった宮地勝彦氏が屯

屈として務めた(i1 ,• 17) 。

蛇足かも知れないが、軍屈について解説を加

えると、占領地の軍政に携わる陸海事の文宜（非

車人）であり、 ITl政官、技師、叫属託などの身分

があり、階級章づきの制）服を杵ていた。官葬民

卑、特に戦時中は軍 ・官 ・民の社会序列であっ

たし、また、ilf/品は徴兵を免れたから、占領地

で働く民間人は軍屈の身分で働くことを望んだ。

このようにして、占領地の製園竹理のために

必要な人且はおびただしい数に上ったが、その

集団赴任の第一陣が釆船した「太洋丸」が、 1942

年 5月8H五秘沖で撃沈され、多数の犠牲者を

出した。

この太洋丸の娼難は、大戦初期の連勝に布項

天になっていた 「1本にと ってはショ ッキングな

出来事であったが、その詳細は軍事秘とされて

いた。戦後、生イf者と遭難者辿族とで組織した

「太洋丸全」が、当時の軍の記録やアメリカ側

の資料に基づいて 「太洋丸誌」 (il18)を刊行した

ので、今ではその全貌を知りうるのである。

同船は日本郵船の客船 (1万4,457トン）で輸

送船として軍に徴用され、護衛艦の先森で南方

に向って航行中に米潜水艦に撃沈され、乗且、

釆客合せて1,368人のうち817人が死亡 した。乗

客1,010人の大部分は占領地でのエ揚、鉱山、農

園等の管理を軍から委託された会社（受命会社）

の社員であった。 別の賽料 （il19)によると、上記

817人の様牲者のうち、162人は農園管理の受命

全社25社から派造された社員であり、その25社

のうち最大の被害を受けたのは野村殖産で、一

挙に40人の社員を失った。

この大洋丸遭難は第者にと っても忘れ得ない

出米事であった。当時、箪者は農林省‘I、i房の南

方賽源調査奎に勤務していて、受命会社の選定

にも関与していたが、箪者と机を並べていた東

大法学部の学生時代の一年先輩が、南方農業調

杏のため同船に1虹乗して帰らぬ人と なった。ま
た、フィリピン出張のために釆った農林技師（灌

漑専門家）の辿体が，島根県の海岸に漂許し、そ

の追骨を引取り に島オ島県庁に行ったのも箪者で

あった。

2.南方資源調査

、片時農林省に設け られていた南方査源調査至

は、その名のように南方地域の農林水産査源の

調介を本務とするもので、調究対象地域は、'1!'

時の軍部が考えていた「大東亜共栄圏」であっ

たから、占領地のみならず、イ ンド、セイロン

（スリランカ）などのイギリス領、さらにオー

ストラリアまでカバーするものであった。国内

に既存→の文献に加えて占領地か ら送られてくる

膨大な査料を整理、検討する国内作業が主で

あった。

箪者がこの室に配屈されたのは、開戦直前ま

での 3年1-li]を蓋糸局ニューヨーク事務所に在勤

していたので、英語に堪能と恩われたからであ

ろう。調査のほかにも、占領地軍政に関する陸

海軍省や関係省庁との連絡、占領地へ赴任する

農林省職具のプリーフィングなどの仕事も課せ

られて、多忙な日々であった。この室の勤務は

半年ばかりで、その後は国内行政のポス トに

代ったが、この半年間は南方農業との深く長い

つき合いの最初であった。

さて、南方査源調究の成果｝泊としては、同室

の作成した「南方農林水産物の確保」と題する
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6分冊があるほか、短い報告曹がいくつも 出さ

れた。さらに、近藤康夫博七（当時、東大農＇立 9

部教授）を主査として各方面の専門家を果めて

作成された「南方経済査源総院」(il:20) と題する

全12巻の企画にも筆者在勤中に参画した。筆者

はその全巻を戦災で焼失したが、本稿執箪に

当って、近藤先生の文庫(il..21)で借院して、実に

50数年振りに読むことができたのだが、現在で

も南方地域の査祉；！について、 これだけまとま っ

た文献は稀少であろう 。また、 97歳の近藤先生

が毎日この文府に通って研究を続けておられる

のには燈嘆と炭敬の念を禁じ得ない。

＊
 

（注 1)東南アジアという 川語が公式に川い ら

れたのは太平洋戦争中にイギリス軍が

セイロンに設置 (1943年） したSouth

East Asia Command（東南ア ジア司

令部）にはじまる。アメリカでは

1945年に国務省にSoutheast Asia 

Departmentが創設、現在でもイギリ

ス式ではSouthEast、アメ リカ式で

はSoutheastと異った綴りが使われて

しヽる。

（注 2) 「 ジョ ホール河畔ー が；• 田喜雄南）］録」

小林一彦、野中」E孝芳、アジア出版、

1985年

（注3) 「II本人の海外活動に関する歴史的研

究」南方篇第 4分 111［第5章曲領印度、

大蔵省管理局、 1947年

（注 4) （注 5)、前掲「ジョホール河lll半」

（注6) 「ジャ ワの強制栽培制度」深見純生、

イン ドネシアの辞典、同朋社出版、

1991年

（注7)前褐「日本人の経済活動に関する歴史

的調杏第 5章」および 「南洋関係会社

要虹（昭和 13年版）」南洋経済研究

所

（注 8) 「ベンゲッ ト道路工事」昂瀬牲三、

フィリピンの辞典、同朋社出版、1992

年

（注 9) 「ダバオ日本人社会」 早瀬、前掲フ ィ

リピンの辞典

（注 10) 前褐「ジョ ホール河畔」

（注 11)拙稿「プランテーション農業の歴史

的役割と現在の位骰づけ」国際農林業

協力、 1985年Vol8 No. 8、国際農林業

協）J協会季刊誌

（注 12)前掲「ジョホール河畔」

（注 13)前掲「ダバオ日本人社会」

（注 14)前掲「南洋関係会社要覧」

（注 15)前掲「南洋関係会社要愧」

（注 16)前掲「南洋関係会社要魏」および

「東洋拓殖株式会礼」村上勝彦、朝鮮

を知る辞典、平凡社 1986年

（注 17) 「スマトラ東海ii1州農園概要（昭和

19年3月）」第 25軍軍政監部束海J;i 

州政庁農園監理局（アジア経済研究所

経済協））調査室部内衣料として 1971

年複製）

（注 18) 「大洋丸誌」大洋丸会（東京都千代

田区神田須田町 1-24-23、AKピル

内） 1985年 12月

（注 19)前掲「スマトラ束海岸州農園概災」

（注20) 「南方経済査源総覧」商工省、J裳林

省監修、全 12巻(1942年から逐次刊

行、 1944年完結）束亜政経社

（注21) 「近藤文庫」は、近藤康夫博士の蔵

曹を保管、農文協図曹館内

-15-



◎日本企業へのメッセージ

我が省の農業事情と外資への期待

中国・黒龍江省農政漁業庁副庁長 李： ；毎 只；

口ー「三江平原」は農・林・畜・漁の総合開発が望ましい一ー］

省内東部の札し龍江の支流である松花江 ・ウス

リー江が黒龍江に合流する地帯に三江平原が広

がっている。経済の改革 ・開放政策以後、域内

の一部地域では日本政府の技術協カ ・円借款供

与を受けて農業開発事業が行われてきるので、

日本の）j々には黒龍江省の農業といえば真っ先

に三江平原が顕に浮かぶのではないか。

三江平原は海抜100メー トル以下という自然

条件もあって、農地は1950年代の前半までは僅

かな面柏でしかなかった。農地として拡大する

きっかけは、 56年に軍が大規模な入植をも って

開発に取糾みはじめてからで、今日、 全耕地面

柏は300万ヘクタールに逹している。このような

経緯から三江平原における農業生産は国営農楊

が中心だが、灌漑 ・排水設備が足りないため、

干ばつ時の灌漑、大雨による冠水時の排水がで

きない状態にしばしば見舞われ、単位当たりの

低収鼠と不安定さをまねく主な原因になってい

る。

三江平原とーロにいっても広い。既耕地のほ

かに荒れ地があり、そのうち耕地として開墾可

能な而梢は約150万ヘクタールと推鍔されてい

る。中央・省の農業関辿各分野の専門機関にと っ

てどのような開発をするかについて様々な考え

があるが、現在は対象となる荒れ地の大部分が

低湿地にある関係で、新たな農地作りには、牧

斎業 ・林業 ・水産業などまでを組込んだ総合的

なllf.l発が望ましいという見解で一致している。

穀物生産・供給地は南部から北部に移った

我が省の農業全体の先行きについては、非常

に明るい期待がもてる時期にきたと判断してい

る。省内で本格的に牒業がはじめ られてか ら今

日まで100年たらずの歴史しかないが、いまでは

全国を代表する省のひとつである。 1949年以後、

大豆、 トウモロコシ、小麦、コメといった宅要

穀物を生産 してきたが、 80年代に入ってからの

これら栽物の生産は、 かつてみられないほどの

著しい伸びを示している。

これら生産増は、従来からの国内の主要栽物

生産地の一部に変化をもたらし、我が省の殺物

生産 ・供給地としての役割を相対的に高める結

果にもなっている。経済の改革 ・開放政策は伝

統的な農業生産地であった南部地域を工業化さ

せ、耕地而梢を滅少させているが、この傾向は

今後も続くであろう。 90年代に入ってから中央

の最高幹部クラスが次々に我が省を訪れ、省内

のI器業生産をいかに向上させるかとい う問題に

強い関心を示し、かつ省の関係機関とも討議す

る機会が目に見えて増えている。
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穀物の生産と供給については、今後、年を追

うごとに我が省が全国に対し大きな役割を担う

ことになろうが、 一方で外査にもきてもらい、

農業関連の事業が行なえる環境を作っていかな

ければな らないと考えている。事業地は、既耕

地でも未耕地でも可能だが、外資にと ってやり

やすいのは、既得権などに縛られない未耕地の

活用であろう。未耕地の場合、省のトップはじ

め私たちは不動産開発のような外査にと って魅

力あるものにしなければ、実際的でないと考え

ている。現在、省内には中央直轄の試験場、研

究所、大学等があり、また省の行政機関である

農牧漁業庁、林業庁等も類似の組織をもち、、そ

れぞれに活動している。最近の傾向は、農業開

発も他の事業と同様に自然破壊という面も考應

した計画でなければ成り立たなくなりつつある

ので、現在、省としては異なる機関が管理し、

‘̀ 
「9“

李海副庁長

1
.
 
、

J

それぞれが連携なく開発を進める事態を避ける

べく検討している。

9経済作物の生産・加工、畜産業分野への外資参入を歓迎ーー］
我が省は畜産分野および経済作物の生産 ・加

工分野での外査の進出を歓迎する。たとえば、

トウモロコシ ・コウリ ャン ・大豆（大豆かす）

などの飼料穀物 ・飼料原料の生産が多いので、

これに牧草地となる草原を加えた活用をすれば

畜産業は大いに発展できるはずだ。畜産業は穀

物生産に比べると雁用を増やし、所得を向上さ

せるうえで優位である。また、省内の農業が畑

作中心のうえ、乾燥地農業という特徴をもつの

で、環境および生態的な見地を考應すれば、自

ずと畜産を組入れた総合的な農業になってこよ

う。このような考え方は省内関係者の多くに支

持されている。現在、省内の畜産業は、肉牛 ・

乳牛を含む牛の飼疫が多く、これらをさ らに発

展させるため、優良品種への改良に梢極的に取

組むことにしている。ほかにブロイラー ・採卵

鶏を対象とする養魏および奨豚も近年著しい伸

びをみせており、これらにも力を入れていく 。

各種経済作物の生産の将来にも大きな期待を

かけている。省内には有機肥料を作る腐植土か‘

豊富に存在するので、土壌改良による増産余地

は大きい。

第9次5ヵ年計画下での我が省は、食糧のほ

かに、例えばピート720万トン、食肉180万トン、

牛羊乳350万ト ン、 水産物35万 トンなど、 工芸作

物および畜産物、水産物の生産力の強化をはか

る。この計画が示すように、我が省は栽物の重

要生産地であるが、その面だけが顔ではない。

外査にもどんどん進出しても らい、 互恵平等の

立場から幅広い農業、さらには関連事業が展開

できるよう努力するつもりでいる。

* 1996年8月6日に黒龍江省農牧漁業庁の
応接室で、海外農業開発協会の小林専務理

事が、同庁の李海副庁長に「日本企業への

メッセージ」と題して話しをうかがった。

本稿は、そのおりの要旨をとりまとめたも

の。（文責 •海外農業開発協会）
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農業投贅促進セミナーとは

渤海消沿料地域の合弁等希望案件リストを説む

1.農業投資促進セミナーとは

閻海外農業聞発協会は、平成 4年度以降4回にわたって、東京と大阪においてインドネシア、ベ

トナム、中国揚子江（長江） 中下流域、中国渤海湾沿岸地域を対象とする 「農業投毀促進セミナー」

を各国駐H大使館の協力、外務省、農林水産省の後援および経団連、国際協力事業団(JICA)、日本

買易振典会(JETRO)の協贅を得て開催してまいりました。

本セミナーは牒林水産省補助事業の一環であり、開発途上地域における民間べ＿スでの農業（農

業、林業、畜産業およびこれらの一次加工）投校を検討する上で必要となる現地の農業生産現況、

J農産物流通事梢、投衰環境等の基礎的情報を現地調究で収渠し、これらと併せて現地政府関係機関

および業界団体等から提出された合弁等希望案件を日本企業に紹介するものです。また、 当該国 ・

地域の最新の農業振典政策や外査導入政策について講演いただくため、外査受入機関や大使館等の

担当官をセミナーにお招きしています。

昨年（平成 7年）度は、北京市、天津市、遼寧省、河北省、山束省を「渤海濶沿岸地域」として

とらえ、前述の現地調査、国内でのセミナーを実施しました。

なお、本年度は一昨年度の「揚子江中下流域」を対象に実施した調査を引継ぎ、「揚子江上流域（四

川省）」を対象に調杏を実施しており、 97年 3月にはセミナーを開催する予定です。過去のセミナー

査料を希望される方は、申し込み用紙を送付しますので事務局までご辿絡下さい。

2.民間投資のポテンシャリティー

現地調査での聴き取り、収媒査料などをもとに取りまとめた各省・市ごとの民間投賽のポテンシャ

リティーまたは外国投査の奨励分野は次のとおりです（セミナー査料から要約）。

a.北京市

長期的な農業発展の可能性の方向としては、付加価値の高い加工品生産の増加、同際市拗に

対応できる品質を目指すことである。外国投査の奨励分野は以下のとおり。

①優良品質の農副産品の生産

②市場訴要の大きい農副産品の加工

③輸出向け農産品の生産

④緑色食品（無公害食品）の開発

⑤野菜、果実、食肉、花舟などの貯蔵技術

n本企業の参入を強く期待する分野は以下のとおり 。
①乳牛の改良

②北京ダック緊殖センター

③北京市農工商連合総公司所屈の国有農場（花舟、野菜、畜産品加工）
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b.天津市

原則的に国家計画委員会が定めた農業投査の奨励分野に沿うとしており、以下の分野での外

査を歓迎している。

①食料、綿花、油料作物、糖料作物、果実、野菜などの高品賀、高収址品種の開発

②野菜の水耕栽培技術の導入

③植林および優良樹種の導入

④優良畜禽の育成と繁殖 （中国固有の優良品種を除く ）

⑤野菜、果実、肉類などの保冷技術の導入

⑥木材製品と林産品質の劣等品、屑材、薪などの総合利用新技術およぴ新製品開発

n本企業の参入を強く期待する地域と農業庁が奨励する案件は以下のとおり。
①緑色食品示範区（無公害食品モデル区） （北部の荊県）

②畜禽の生産、 加工

③食糀加工 （精米加工 ・変芽糖、麦芽糊精、コーンスープ缶詰、 トウモロコ シ加工）

④花升栽培（北西部の武情県）

C • 遼寧省

外衰導入を奨励する分野は、①新品種の育成 ・開発 ・導入、②農産品の貯蔵 ・包装技術、③

ソバ、ゴマ、アズキ、緑豆など雑栽、 ④品既を向上させた朝鮮ニンジン、山菜、キノコ類、 ⑤

国際市場向けの輸出煤産品、農副産品の加工等

R本企業の参入を強く期待する分野は以下のとおり。

①食糀（コーンスターチ、飼料）

②果尖 （ジュース、濃縮ジュース）

③野菜（高級野菜、緑色食品、各種加工）

④特産品 （ラ ッカセイ、ネ乍蚕、朝鮮ニンジン、各種山菜）

d.河北省

北京市、天津市という大消骰市場を地理的に包括し、全国第 2位の規模を誇る秦畠島港を有

するにもかかわらず、他の沿海各省と比べると経済水準は低い。今後の発展を促進するために

農業の全般において奨励する領域は以下のとおり。

①優良品種や新技術の導入による高収址、高収益をめざす農業の確立

②農副産品の加工

③浅海 ・砂浜での水産旋殖

④荒山 ・荒地の開発

⑤農畜水産品の生産～加工～販売を一体化した生産基地と輸出基地の建設

農業庁による外査希望分野は、①食糧、綿花、食用油などの煤副産品の加工、②野菜の生産・

加工、③温室やピニールハウスなどの近代化技術による野菜、 花升の栽培がある。作物は以下

が挙げられる。

ジャガイモ、サツマイモ、ソバ、 シソの葉、キクの花、クリ、アスパラガス、シイタケ、

泊物用野菜（キュウリ、ニンニク）、イチョウ（葉エキス）、アズキ

畜産分野では、牧草地の造成、拡大とともに獣医ステーションの開設、屠畜冷凍工場の建設
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を計画している。林業庁による外資導入希望分野は以下のとおり。

①杜仲茶の総合開発

②早成樹造林

③木材加工

e.山東省

煤業庁、煤業委員会は現在たち遅れている以下の領域での外資導入を奨励している。

①高生産性の作物新品種の開発

②優良な種畜

③種禽の導入および繁殖

④効果が高く毒性の低い牒薬の聞発

⑤煤産品の貯蔵

震業庁、農業委員会による外資導入希望分野は以下のとおり。

①黄河デルタ土地利用開発

②煤作物、野菜、果樹の栽培、開発

③アルカ リ性土壌の改良

④煤作物、野菜、果樹の外国品種導入による新品種の育成

⑤野菜育種の協力

⑥果樹、野菜の組織培疫による生産

⑦花升生産および販売

⑧食糧、油料の加工利用

⑨果実、野菜の貯蔵、加工

⑩畜禽の外国品種導入による品種改良

⑪畜禽飼蓑の協力

⑫牛、羊の居畜および総合加――

⑬配合飼料の生産

林業庁による外査導入希望分野は以下のとおり。

①杜仲茶の生産 ・加工

醗成樹造林と木材加

③ギンナンの生産 ・加工

3.渤海湾沿岸地域の農業生産環境

さる 3月に開催した、平成 7年度 「中国渤海湾沿岸地域農業投資促進セミナー」では、大阪、東京両会

場合わせて民間企業の方々を中心に130余名の参加を得ました。外貨管理体制の近況、土地賃借料、当該地

域の農業開発の可能性、中国国内市場向け農産物生産の可能性、港湾の使用基準等の質問が寄せられ、参

加者と講師参加した駐日経済担当参事官、中国社会科学院農村発展研究所助教授の間で活発な質疑応答が

行われました。また、各省 ・市の政府関係機関から提出された合弁等希望案件リストを公開したところ、

セミナー後、案件の詳細内容や背景、優位性などに関する多くの既問が寄せられ、協会は査料、情報の提

供を行いました。

本項では、 中国側から提出された農業投査案件の分野、事業規模、投査形態等を整理することで、渤海

湾沿岸地域の煤業の生産環境を浮き彫りにします。セミナーの開催に当たっては、次のような現地調査を

実施しています。
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閣査期間： 第1j11j 平成 7年 9月3I―l ~17日 (1511j"/¥J) 

第2juj 平成 7年10J=J 22 Fl~11月19A (291:1 fl¥l) 

調査手法 ：第11し1各省 ・市政府、製業関係機関 序^のt．要受け入れ機関への調査趣旨説明、現地事梢およ

び農業概況の把据、案件の提出依頼

第2同 農林畜産業の生産現揚および加工工揚の祝察、新規 ・拡大事業案件の候補地踏査

合弁等希望案件の提出依頼に対する関係機関（北京市農林弁公室、天津市農村工作委且会、遼堺

省農牧業庁・林業庁、河北省農業庁、山束省農業庁等）の反応はそれぞれ巽なります。渤海湾沿岸

地域のなかで、これまで外国投賽実紐の少なかった河北省は、栢極的に外査を誘致したいとの理由

から100件を超える多くの案件を提出してきました。北京市は他の 3省とは面栢的に小さく 比較にな

りませんか、都市近郊型農業の特徴を生かした少数の案件に絞り込んでいます。さらに、案件術に

みても、 1枚の用紙に案件概要のみを記載したものから、数十頁に及ぶFSレポートを添付してくる

ものまでさまざまで、事業化検討の度合いや梢報仇に差があります。5省 ・市から提出された案件

の総数は274件。

(1)事業分野

図— 1 地域別案件数

山東省(61件）

22% 

河北省(103件）

38% 

北京市(17件）

6% 天津省（55件）

20% 

14% 

案件を①野菜、 ②果実、③畜産、④農産加工、 ⑤林業、⑥その他（花升、キノコ類、投物）の 6

分野に分類した。①～③、⑤、⑥は、 一次生産部門あるいは同時に加工部門を含む案件であり、 ④

は加工部門のみである。

事業分野別では畜産が最も多く、総数274件のうち87件 (31.8%)を占めた。次いで農産加工の58

件 (21.2%)、野菜の56件 (20.4%)、果実の48件（17.5%)と続き、これら 4分野で249件に達し、

全体の90％を超えている。

戻産加工(58件）

21% 

図 -2 業種別案件数

林業(6件）その他 (19件）

2% 7% 

18% 
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「畜産」は肉牛、家禽類の飼育 ・加工の 2者で過半を占め、挫豚がこれに次ぐが、そのほかウサ

ギ、ダチョウ、鹿等がある。

「野栄」の種類は日本で栽培される種類とほぼ横並びできわめて多岐にわたり、処狸方法も生鮮、

乾燥、冷凍、塩蔵算さまざまである。新たな動きとして組織培挫技術の導入に取り組む企業体があ

り、健康食1晶（安令食品基準に合致した生産物または製品）生崩への取り組みは盛んである。

「果尖」はリンゴ、モモ、ナシ、クリ（天沖甘栗）、イチゴに加え、ナツメ、サンザシといった中

国特有の果実も含まれる。加工は各種果実のジュース、ジャム。イチゴは中国市揚ではまだ新しい

果・‘長である。

「農産加工」は、米、 トウモロコシ、コムギ、ダイズ、緑豆、アズキ、ジャガイモ、サツマイモ、

綿花、ラ ッカセイ節広範にわたっており、食品原料、工業月l)原料、加工食品まで多岐にわたる。

「林業」は、桐、ポプラの造林、杜仲茶栽培およびこれらの加工、果成材の生産がある。

「その他」には花舟、キノコ類、 トウモロコシ、コムギ、雑豆等の殺類が含まれる。

部門別にみると、①野菜、 ②果実、 ③畜産、⑤林業、 ⑥その他の合計216件のうち加工をともなう

案件は145i牛あり、 ④農産加工の58件とあわせると203件、全体の74.1％であり、 4件に 3件は加工

事業ということができる 。 都市住民の食生活の変化に呼応すべ く、政府•は副食品の生産振興を栢極

的に進めており、北京、天津といった北部輸出基地を控える当地域では、付加価値を高めた加工晶

の販売、輸出に対する慈識が高いといえる。

(2)事業規模

所要査金規模では、ii女小は羊飼捉拡大事業の 4ブil,000ドル（約470万円）から最高は新規問肉イ

ンテグレーティド栢業の5,735万2,000ドル（約66億円）までの広がりがある。100万ドルまでに82

件、 100万ドル以土200万ドルまでに81件と梨中しておリ、 200万ドルまで規校の案件が令体 (269件、

5件は木記載）の60％以上を占めた。

図 -3 所要資金規模別案件数
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(3)事業形態

274案件のほとんどすべてが、基本的に合弁での事業参画を希望しているが、数件は合弁に加えて

借款、 補1伐貿易での協力形態も求めている。また、 例外的に外査100%（独査）での参入を奨励して
いるケースもある。この場合も、許認可、＇逗気 ・水道 ・原料の優先的供給等の面で梢極的に側面支

援するという 。

日本側に求める投査額、あるいは投資（負担） 比率の記載のあった159件を査本比率で整理する

と、 49％以下が58件、 50％が41件、 51％以上が60件であった。 3分顆 した場合、資本比率が高いほ

ど1件あたりの平均事業所要査金額が高くなる傾向が見られた。

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

゜

図ー 4 出資比率別平均事業所要資金

49％以下 50% 51％以上

全体の42％にあたる残り の115件については出資分担についての記載がなかった。これは、本項の

冒頭でも述べたように、 案件ごとの内容、情報悩にバラッキがあり、 事業内容の骨子は固まってい

ても詳細については今後の検討に よるというような、まさに関心表明に近い案件概要が数多く提出

されていることによる。こうしたケースの場合、現地での複数の案件担当者との聴き取りにあるよ

うに、中国側の関心事業に対して日本側の双向、要求を組み込む検討の余地があると理解できる。

(4)日本企業への要望

中国側が求める協力領域を①査本、 ②技術、 ③市場の 3分野に絞って回答いただいた。

274件のすべてが査本（事業所要夜金）を求めている。資本と技術をあげたのは63件(23.0%)で、 一

挙に全体の 4分の 1以下に激減してしまう 。資本と市場の二者ではさらに少ない23件 (8.4%)、三

者となるとわずか12件 (4.3%)のみである。

「市場」に対する要求が少ないのは、中国側が渤海湾沿岸地域の開発ポテンシャルとして北京市、

天津市の約2,000万人市場をセールスポイン トとして揚げ、まず、拡大する国内市場への供給を当面

の課題としつつ、中長期的には外国市場をも視野に入れるという基本戦略によるものであろう 。

「技術」に関しては、上述のように国内市場を対象とした事業案件が多い今回の調査では、現有

の栽培 ・加工技術、設備、施設での事業実施が可能であるとのみかたが大方を占めているようだ。

あるいは工程の中核となる部分に外国産設備を導入し、周辺を国産設備でライン構成するような事

例も多々見られた。
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(1) 本事業は、開発協力事業の推進等、本邦民間企業の農林業分野における海外投査を

促進することを目的として、昭和62年度から（初海外農業開発協会が実施している農林

水産省の補助事業です。

(2) 貴社でご検討中の発展途上国における農林業開発事業について、有望作物・適地の

選定、事業計画の策定等に必要な現地調査および国内検討にご協力します。

例えば、

• 海外農業開発協会のノウハウの提供。

・現地調査経費、国内総括検討等にかかる経喪の一部負担。 (1/ 2補助）

• 本事業の調査後、開発協力事業等、政府の民間融査制度を利用する場合の基礎デー

タの蓄積。

(3) 本事業による調査後も当協会は貴社のご要請に応じて、ご支援を継続いたします。

(4) なお、平成 7年度の本事業による調査実績は次のとおりです。

1) 中華人民共和国雲南省農業開発事業調査

2)ブラジル ・サンパウロ州農畜産開発事業調査

3) ベトナム ・キャッサバ生産事業調査

4) 中国江蘇省暖帯系ポプラ林加工利用開発事業調査

5) ベトナム ・ハッカ生産事業調査

6) ラオス早成樹造林事業調査

7) インドネシア菊苗生産事業調査

8) 南米（ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ）チップ原料用造林事業調＿，

9) 中国河北省 ・江蘇省養豚事業調査

10) フィリピン ・サトウキビ生産事業調査

相談窓口： （社海外農業開発協会 農林水産省

第一事業部 国際協力計画課事業団班

TEL : 03-3478-3509 TEL : 03-3502-8111（内線2849)
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